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経過措置 に基づ く基準対象者 に限定 した継続雇用制度 を利用 している事業主の皆 さまヘ

■
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■
■

平成 24年度 までに、労使協定によ り継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めて
いた事業主は、現在 は経過措置 として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢

以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認め ら
れていますが、その経過 措 置 も 2025年 3 月 31日 をもつて終了 します。

経過 措 置の流 れ
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■
2025(令和 7)年 4月 1日 以降は、高年齢者雇用確保措置※として

以下のいずれかの措置を講 じる必要があ ります。

■ 定年制の廃止
■ 65歳 までの定年の引き上げ
■ 希望者全員の 65歳 までの継続雇用制度の導入

※ 高年齢者雇用安定法第 9条第 1項 に基づき、定年を 65歳未満 に定めている事業主は、
雇用する高年齢者の 65歳 までの安定 した雇用を確保 するための措置を請 じなければ
な りません。

ご不 明点がございま した ら、最寄 りの八 日一ワーク にお問い合わせ ください。

LL06322高01
楊属焦滋1手l鴛 都道府県労働局 0八日―ワーク
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経過措置期 間は2025年 3月 31 までです

4月 1 以降は別の措置により、
高年齢者雇 確保措 置を請 じる必 要が あ ります
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